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○
消
防
庁
告
示
第
十
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
防
設
備

士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
総
務
大
臣
が
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
が
点
検
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
消
防
用

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日

消
防
庁
長
官

林

省
吾

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
消
防
設
備
士
」
と
い
う
。
）
又
は
総
務
大
臣

が
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
点
検
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
消
防
用

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

消
防
設
備
士
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
三
十
三
条
の
三
各
項
の
規
定
に
基
づ
き
工
事
又
は
整
備
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
消
防
用
設
備
等
の
種
類
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
設
備
士
の
種
類
及
び
指
定
区
分
に
応
じ
、
同
表

下
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
設
備
等
の
種
類
と
す
る
。

消
防
設
備
士
の
種
類
及
び
指
定
区
分

消
防
用
設
備
等
の
種
類

第
一
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
若
し
く
は
乙

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
、
消
防
用
水
、
連
結
散
水
設
備
及
び
連
結
送

種
消
防
設
備
士
又
は
第
二
類
の
甲
種
消
防

水
管
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設
備
士
若
し
く
は
乙
種
消
防
設
備
士

第
四
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
若
し
く
は
乙

非
常
警
報
器
具
、
非
常
警
報
設
備
、
排
煙
設
備
、
非
常
コ
ン
セ
ン
ト

種
消
防
設
備
士
又
は
第
七
類
の
乙
種
消
防

設
備
及
び
無
線
通
信
補
助
設
備

設
備
士
（
次
項
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

第
四
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
若
し
く
は
乙

前
項
に
掲
げ
る
消
防
用
設
備
等
の
種
類
の
ほ
か
誘
導
灯
及
び
誘
導
標

種
消
防
設
備
士
又
は
第
七
類
の
乙
種
消
防

識

設
備
士
の
う
ち
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
に

規
定
す
る
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受

け
て
い
る
者
又
は
電
気
事
業
法
（
昭
和
三

十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
電
気
主
任
技

術
者
免
状
、
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免

状
若
し
く
は
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免

状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

第
五
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
又
は
乙
種
消

金
属
製
避
難
は
し
ご
、
救
助
袋
及
び
緩
降
機
以
外
の
避
難
器
具
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防
設
備
士

第
六
類
の
乙
種
消
防
設
備
士

簡
易
消
火
用
具

第
一
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
若
し
く
は
乙

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
及
び
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備

種
消
防
設
備
士
、
第
二
類
の
甲
種
消
防
設

備
士
若
し
く
は
乙
種
消
防
設
備
士
又
は
第

三
類
の
甲
種
消
防
設
備
士
若
し
く
は
乙
種

消
防
設
備
士

二

消
防
設
備
点
検
資
格
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
防
設
備
点
検
資
格
者
の
種
類
に
応
じ
、
同
表

下
欄
に
掲
げ
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
と
す
る
。

消
防
設
備
点
検

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類

資
格
者
の
種
類

特
種
消
防
設
備

特
殊
消
防
用
設
備
等

点
検
資
格
者

第
一
種
消
防
設

消
防
用
設
備
等

消
火
器
具
、
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設

せ
ん

備
点
検
資
格
者

備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
、

あ
わ

粉
末
消
火
設
備
、
屋
外
消
火
栓
設
備
、
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
、
消
防
用
水

せ
ん
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、
連
結
散
水
設
備
及
び
連
結
送
水
管

必
要
と
さ
れ
る

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備
及
び
パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
自
動
消
火
設
備

防
火
安
全
性
能

を
有
す
る
消
防

の
用
に
供
す
る

設
備
等

第
二
種
消
防
設

自
動
火
災
報
知
設
備
、
ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設
備
、
漏
電
火
災
警
報
器
、
消
防
機
関
へ
通
報
す

備
点
検
資
格
者

る
火
災
報
知
設
備
、
非
常
警
報
器
具
、
非
常
警
報
設
備
、
避
難
器
具
、
誘
導
灯
、
誘
導
標
識
、

排
煙
設
備
、
非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設
備
及
び
無
線
通
信
補
助
設
備

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
又
は
総
務
大
臣
が
認
め
る
資
格
を
有
す
る
者
が
点
検
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
消
防
用
設
備
等
の
種
類
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


